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社会的養護におけるこどもの権利擁護に関する取組

１．被措置児童等虐待の防止
○ 被措置児童等虐待の防止については、平成20年の改正児童福祉法において、被措置児童等虐待の定義、児童養護施設等における虐待
を発見した者の通告義務、通告があった場合の都道府県や都道府県児童福祉審議会等が講ずべき措置、措置の公表等、施設内虐待の防止

のための規定を創設。

○ 同法の施行（平成21年４月）に併せ、被措置児童等虐待の予防や対応等について記載した「被措置児童等対応ガイドライン」を作成し、自
治体向けに周知。 各年度の被措置児童等虐待の届出・通告受理件数及び都道府県等が虐待と認めた件数を集計・公表。

○ 令和５年度の調査研究において、被措置児童等虐待が発生した場合における、第三者を加えた検証・改善委員会の設置から検証、施設
等へのフィードバックについて一連の手続について示したマニュアルや、施設等における重大事案発生後の施設等や各自治体のとるべき
対応についての手引きを策定する。

２．第三者委員の関与
○ 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において、被措置児童や保護者等からの苦情の受付窓口の設置等の措置を講ずることが
規定。平成17年からはその解決に当たり当該施設職員以外の者を関与させなければならないことを義務付け。都道府県知事等による児童
福祉施設に対する監査項目の一つ。

○ 平成24年から平成26年にかけて、社会的養護関係施設種類別の運営指針やこれに基づく手引書（ハンドブック）を作成、ホームページ

上に掲載。これらには、第三者委員の関与も含めた苦情解決の具体的な体制づくりについて記載。

３．子どもの権利ノート
○ 各自治体や施設ごとに作成している冊子であり、児童福祉施設等に入所している児童に対し、施設内での子どもの権利が守られること
等について、子どもの年齢に応じて分かりやすく説明するもの。自治体の担当窓口や第三者委員の連絡先等が掲載。

○ 各施設種別の運営指針やこれに基づく手引書（ハンドブック）に権利ノートを活用すべき旨記載したり、全国児童福祉主管課長会議・児
童相談所長会議等においても取組を紹介。

○ 児童相談所設置自治体において、措置されている児童等に対する被措置児童等虐待の周知に関し、児童相談所職員が入所措置時に児童

に対し配付する「権利ノート」等を活用している自治体が71（97.3％）あった（令和元年度、家庭福祉課調べ）。

４．その他
〇 一時保護中の児童については、平成30年に「一時保護ガイドライン」、令和元年に「一時保護中の子どもの権利擁護について」を発出

し、こどもの権利を保障するための取組について通知している。

〇 令和４年の児童福祉法改正を踏まえ、社会的養護におけるこどもの権利擁護の取組を推進。
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○届出・通告者

○事実確認の状況

単位：人数（人）、［ ］ 構成割合（％）

単位：件数（件）、［ ］ 構成割合（％）

※１件に対して複数の者から届出・通告のあった事例もあるため、合計人数は届出・通告受理件数総数と一致しない。
※届出・通告受理件数総数 ２８年度：２５４件 ２９年度：２７７件 ３０年度：２４６件 元年度：２９０件 ２年度：３７２件
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被措置児童等虐待届出等制度の実施状況（平成２８年度～令和２年度）



社会的養護関係施設
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身体的虐待 ネグレクト 心理的虐待 性的虐待 合計

平成２８年度
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4
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87
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56

[56.6]
3

[3.0]
17
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99

[100.0]

平成３０年度
55

[57.9]
2

[2.1]
15

[15.8]
23

[24.2]
95

[100.0]

令和元年度
59

[62.8]
3

[3.2]
19

[20.2]
13

[13.8]
94

[100.0]
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[51.2]
7

[5.8]
36
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16
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○被措置児童等虐待の事実が確認された事例の施設等の種別

○虐待の種別・類型

単位：件数（件）、［ ］ 構成割合（％）

単位：件数（件）、［ ］ 構成割合（％）

（参考）社会的養護関係施設
数等推移

単位：か所（委託里親除く）、世帯（委託里親）

乳児院 児童養護施設

H28年度 １３６ ６０３

H29年度 １４０ ６０５

H30年度 １４０ ６０５

R元年度 １４６ ６１２

R２年度 １４５ ６１２

児 童 心 理
治 療 施 設

児童自立
支援施設

H28年度 ４６ ５８

H29年度 ４６ ５８

H30年度 ５０ ５８

R元年度 ５１ ５８

R２年度 ５３ ５８

委 託 里 親
ファミリー
ホ ー ム

H28年度 ４，０３８ ３１３

H29年度 ４，２４５ ３４７

H30年度 ４，３７９ ３７２

R元年度 ４，６０９ ４１７

R２年度 ４，７５９ ４２７

※１：福祉行政報告例（各年度末現在（児童
自立支援施設除く）

※２：家庭福祉課調べ（各年度１０月１日現
在（児童自立支援施設) 4

被措置児童等虐待届出等制度の実施状況（平成２８年度～令和２年度）


